
令和７年度 第３回埴生公民館運営審議会会議概要 
 

日時 令和８年２月２０日（金） 
                            午後２時から２時５０分まで 

場所 埴生公民館 第１会議室 
 

開会 14：00  審議委員 １０名中１０名出席 

1． 開会のことば 

2． 会長あいさつ 

3． 会議事項 議長は千曲市公民館条例施行規則第 3条に拠り、高橋会長が務める。 

委員から出された主な質問及び意見 市(事務局)の説明及び回答 

1） 令和７年度事業経過報告について 

（12 月 15 日実施分以降） 

  

質疑なし 

 

2）令和 8年度事業計画（案）について 

 （高齢者学級・新規事業計画など） 

  

質疑なし 全会一致承認 

 

3） 令和 8年度 分館役員体制（案） 

について 

 

 
宮坂守委員 

 ・分館役員の報酬金額は市の統一 
  の基準額か。 
 
 ・専門部の部長の手当の廃止は 

来年度からか。 
 
 ・区の中でも報酬と業務内容の 

バランスが難しい。役割の負担 
軽減のみして報酬を下げないと 
いうわけにもいかない。 
また区でも参考としたいので、 

  随時情報の開示をお願いしたい。 
 
  全会一致承認 
 

4) その他 

 

  

事務局 
 
・資料にもとづき事業報告を説明 
 
 
事務局 
 
・資料にもとづき事業計画（案）を説明 
 
 
事務局 
 
・資料にもとづき分館役員体制（案）を説明 
 
 
・お見込みのとおり市内の公民館統一の金額です。 
 
 
・更埴４館でも統一できていないところもあり、来年度 
 に見直し及び調整を行い、結果をまた報告します。 
 
・専門部の役職員の負担軽減を図りながら見直しを進め、 
 結果については審議会に報告をします。 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
・役員改選等に伴う委員交代の連絡票の提出について 

 
 



4.その他 

 

5.閉会のことば 

 

14：50 閉会 

 

出席者 ：高橋義廣、近藤美和子、阿部哲、市川忠志、宮坂守、吉村文夫、滝澤富美恵、 
     北原美知子、菊間利男、丑丸明英 
事務局 ：埴生公民館長 長島克彦、副館長 北島正光、係長 斉木規晃 


